別表（第２条関係）
	区分
	計算単位
	計算単位当たりの使用料

	
	
	18歳未満の者等
	18歳未満の者等以外の者

	多目的室
	ＡＶ機器セット
	許可１回
	920円
	1,820円

	
	プロジェクター・スクリーン
	許可１回
	960円
	1,910円

	
	卓球台（附属品を含む。）
	許可１回
	80円
	160円

	音楽スタジオ
	ドラムセット
	許可１回
	90円
	180円

	
	キーボード
	許可１回
	100円
	190円

	
	キーボードアンプ
	許可１回
	20円
	40円

	
	ギターアンプ
	許可１回
	30円
	50円

	
	エレキギターアンプ
	許可１回
	40円
	70円

	
	ベースアンプ
	許可１回
	40円
	70円

	
	簡易ＰＡセット
	許可１回
	110円
	200円

	
	録音機材セット
	許可１回
	210円
	410円


備考　この表において「18歳未満の者等」とは、青少年のうち、18歳未満の者並びに18歳以上の者で高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）、高等専門学校及び専修学校の高等課程に在学する者をいう。
